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当社は昨日、公正取引委員会から、自動車会社向け自動車用ワイヤハーネスの取引について、独占禁止法

の

し訳なく遺憾に存じておりお詫び申し上げます。 
 
本日時点で、本件に関する事実関係並びに当社の対応は、以下のとおりと考えておりますのでお知らせし

ま

ついて対象となっている取引は、富士重工業株式会社殿向けの自動車用ワイヤハーネスなどに関す

る

た課徴金額は約１２億円ですが、事実関係において実態と異なる認定があります

の

以 上 
 

本件に関するお問合せ先：株式会社フジクラ コーポレート企画室広報担当 

 

 

処分に係る事前通知を受領しました。 
世間をお騒がせすることとなり、大変申

す。 
当社に

もののみであります。 
また、事前通知で示され

で、今後、当社の主張を展開していく予定です。 

 

電話：０３－５６０６－１１１２ 


